
（平成２３年６月２２日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 2 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 1 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 9 件

国民年金関係 5 件

厚生年金関係 4 件

年金記録確認旭川地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



旭川国民年金 事案585 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和57年４月から同年６月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を

訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和21年生 

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和41年２月 

         ② 昭和57年４月から同年６月まで 

私が20歳になった時、夫に勧められて国民年金の加入手続を行い、国

民年金保険料は夫と一緒に口座振替を利用して納付してきた。 

昭和57年３月から同年７月までＡ県に住んだが、この期間の国民年金

保険料は、Ｂ町に戻ってから納付したことを覚えている。 

国民年金保険料が未納とならないように納付してきたので、申立期間

の保険料が未納となっていることに納得がいかない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②は３か月と短期間である上、申立人は、申立期間①及び②を

除き、国民年金保険料の未納が無く、納付意識の高さがうかがえる。 

また、申立人は、申立期間②の国民年金保険料については、Ｂ町に戻っ

てから納付したと主張しているとおり、国民年金被保険者台帳、Ｂ町の国

民年金被保険者名簿及び戸籍の附票から、申立人が昭和57年７月12日に同

町に転入し、申立期間②直後の同年７月から同年９月までの保険料は同年

10月27日に納付されていることが確認できることから、申立人が同町で国

民年金の手続を行い、申立期間②の保険料を納付したと考えるのが自然で

ある。 

一方、申立期間①については、申立人は、20歳になった時、申立人の夫

に勧められて国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料は夫と一緒に口

座振替を利用して納付してきたと主張しているが、申立人が国民年金に加

入したとする昭和41年＊月の時点では、申立人の所持する昭和47年４月１

日発行の国民年金手帳、国民年金被保険者台帳及びＢ町の国民年金被保険

者名簿から、生年月日は21年＊月＊日、国民年金被保険者資格取得日は41



年＊月＊日で管理されていたことが確認でき、申立期間①は国民年金の未

加入期間となっていたことから、保険料を納付することができない。 

また、申立人の正しい生年月日である昭和21年＊月＊日及び正しい国民

年金被保険者資格取得日である41年＊月＊日へと記録訂正が行われたのは、

国民年金被保険者台帳及びＢ町の国民年金被保険者名簿から、昭和51年度

以降と推認でき、その時点では、申立期間①の国民年金保険料は時効によ

り納付することができなかったと考えられる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和57年４月から同年６月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



旭川厚生年金 事案 851         

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①から⑤までの標準賞与額の記録については、厚生年金保

険法第 75条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額となら

ない記録とされているが、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主

により賞与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消

し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、

申立人の当該期間の標準賞与額に係る記録を平成 15年６月 30日は 36万円、

同年 12 月 26 日は 57 万円、16 年６月 30 日は 36 万円、同年 12 月 27 日は 55

万 6,000円、17年６月 30日は 35 万 1,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間①から⑤までの当該標準賞与額に基

づく厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

申立人の申立期間⑦の標準賞与額の記録は、事後訂正の結果 27万円とされ

ているところ、当該額は、厚生年金保険法第 75条本文の規定に該当すること

から、年金額の計算の基礎となる標準賞与額は訂正前の 23万 3,000円とされ

ているが、申立人は、当該期間については 24万 5,000円の標準賞与額に相当

する厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められ

ることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付

の特例等に関する法律に基づき、申立人の当該期間の標準賞与額に係る記録を

24万 5,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、当該期間の上記訂正後の標準賞与額に基づく厚生年金保険

料（訂正前の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ：  ① 平成 15年６月 30日 

  ② 平成 15年 12月 26日 

③ 平成 16年６月 30日 

④ 平成 16年 12月 27日 

 ⑤ 平成 17年６月 30日 



⑥ 平成 18年 12月 28日 

 ⑦ 平成 20年６月 30日 

ねんきん定期便で年金の記録を確認すると、支給された賞与に基づく、申

立期間①から⑤までの標準賞与額の記載が漏れていた。 

また、申立期間⑥及び⑦の標準賞与額については、支給額よりも少ない標

準賞与額が記載されていた。 

会社も届出が漏れていたこと等を確認し、賞与支払届を年金事務所に提出

したが、当該届出に基づく標準賞与額は、厚生年金保険法第 75条に該当し、

年金額の計算に反映されないとのことであった。 

申立期間①から⑦までについて、年金額の計算の基礎となる厚生年金保険

の被保険者期間（標準賞与額）として認めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

１ Ａ株式会社から提出のあった賞与明細書から、申立人は、申立期間①から

⑤までに係る賞与の支払いを受け、厚生年金保険料を事業主により賞与から

控除されていたことが認められる。 

また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律

（以下「特例法」という。）に基づき、標準賞与額を改定又は決定し記録の

訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる

保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに基づく標準賞与額の範囲内であ

ることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとな

る。 

したがって、申立人の当該期間に係る標準賞与額については、賞与明細書

において確認できる保険料控除額又は賞与額から、平成 15 年６月 30 日は

36 万円、同年 12 月 26 日は 57 万円、16 年６月 30 日は 36 万円、同年 12 月

27日は 55 万 6,000円、17年６月 30日は 35 万 1,000円とすることが妥当で

ある。 

なお、申立期間①から⑤までの申立人に係る厚生年金保険料の事業主によ

る納付義務の履行については、事業主は、当該保険料を徴収する権利が時効

により消滅した後に、事業主が申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正

の届出を行っていることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る当

該期間の標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事

業主は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

２ 申立期間⑥及び⑦について、オンライン記録によると、当該期間の標準賞

与額は、当初 54万円及び 23万 3,000円と記録されたが、当該保険料の徴収

権が時効により消滅した後の平成 23 年２月４日に 57 万円及び 27 万円に訂

正されたところ、厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、当該保険料に

係る被保険者期間であった期間に基づく保険給付は行われないとされてい



る。このことから、年金額計算の基礎となる標準賞与額は、当該訂正後の標

準賞与額（57万円及び 27万円）ではなく、当初記録されていた標準賞与額

（54万円及び 23 万 3,000円）とされている。 

また、前述のとおり特例法による記録訂正においては、事業主が源泉控

除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれ

に基づく標準賞与額のいずれか低い方の額が、オンライン記録の標準報酬月

額を超えていることが要件とされている。 

申立期間⑦については、Ａ株式会社から提出のあった賞与明細書から、

当該期間において、24 万 5,000 円の標準賞与額に相当する厚生年金保険料

を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

したがって、当該期間の標準賞与額については保険料控除額から 24 万

5,000円とすることが妥当である。 

一方、申立期間⑥については、Ａ株式会社から提出のあった賞与明細書

から、申立人が、当該期間に係る賞与として 57 万円の支払いを受けている

ことは確認できる。 

しかしながら、当該賞与から控除されている厚生年金保険料額は、52 万

9,000円の標準賞与額に相当する額となっていることから、特例法による保

険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

なお、申立期間⑦の申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務

の履行については、事業主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅

した後に、事業主が申立期間当時に事務手続を誤ったとして訂正の届出を行

っていることから、社会保険事務所は、申立人に係る当該期間の標準賞与額

に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該期間の

上記訂正後の標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準賞与額に基

づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められ

る。 



 

 

  

旭川国民年金 事案586 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和63年４月から平成元年10月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和41年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和63年４月から平成元年10月まで 

昭和63年３月頃、母親がＡ信用金庫Ｂ支店（現在は、Ｃ信用金庫Ｂ支

店）の２階で国民年金への加入手続を行い、同時に、7,000円から8,000

円の国民年金保険料を納付してくれた。 

その後の国民年金保険料も、母親が月ごとにＤ銀行Ｂ支店で納付して

くれたので、申立期間の保険料が未納となっていることに納得がいかな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和63年３月頃、申立人の母親がＡ信用金庫Ｂ支店の２階で

国民年金への加入手続を行ったと主張しているが、Ｅ市では、「Ａ信用金

庫Ｂ支店に国民年金の窓口は設置していない。」と回答している上、申立

人の国民年金手帳記号番号の払出時期は、申立人の前後の第３号被保険者

の事務処理日及び国民年金保険料の納付開始日から、平成３年５月頃と推

認でき、申立人の主張には不合理な点が見受けられる。 

また、申立人は、申立人の母親が月ごとにＤ銀行Ｂ支店で国民年金保険

料を納付してくれたと主張しているが、申立人の国民年金手帳記号番号が

払い出された時点では、申立期間のうち、昭和63年４月から平成元年３月

までの保険料は時効により納付することができない期間である上、別の国

民年金手帳記号番号が払い出されていた形跡も無い。 

さらに、申立人の母親は、申立期間の国民年金保険料について、納付期

限に遅れて納付していたことや、数か月分又は１年分の保険料をまとめて

納付していたことはないと述べている上、母親が、申立期間の保険料を納

付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに



 

 

  

母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当た

らない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

旭川国民年金 事案587（事案461の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和39年５月から44年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和10年生 

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和39年５月から44年３月まで 

平成22年５月28日付けで、年金記録確認旭川地方第三者委員会から、

申立期間については、記録の訂正は不要との通知を受け取ったが、私の

妻が、申立期間において、夫婦二人分の国民年金保険料をＡ市職員によ

る集金で納付していることは、私の長兄の妻が、私の家に同市職員が来

ていたことを記憶していること、私の友人も、申立期間当時に同市で集

金により保険料を納付していたことから、私たち夫婦が保険料を納付し

たことを知っている。 

また、私の友人は、国民年金保険料の納付の有無について、年金記録

確認旭川地方第三者委員会に申立てを行っていることから、私たち夫婦

もＡ市における年金記録の管理に疑問を持っている。 

私たち夫婦が５年間も国民年金保険料の納付免除を受けていれば、記

憶にあるはずだが、申立期間の保険料の免除申請をした記憶が無いにも

かかわらず、保険料を納付していたことを証明するものが無いために、

申立てが認められなかったことは納得がいかないので、申立期間の保険

料を納付していたことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについて、申立人夫婦は、申立期間における国民

年金保険料の免除申請を行ったことは無く、Ａ市職員による集金で保険料

を納付していたと主張しているが、ⅰ）申立期間は、国民年金被保険者台

帳及びオンライン記録共に保険料の免除期間となっている上、申立期間当

時に申立人と一緒に働いていた申立人の長兄及びその妻、並びに申立人と

連番で国民年金手帳記号番号が払い出されている申立人の次兄及びその妻



 

 

  

についても、申立人夫婦同様に当該期間については保険料の免除期間とな

っていること、ⅱ）申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

は無いこと等から、既に当委員会の決定に基づく平成22年５月28日付け年

金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

当初の決定後に、申立人夫婦から、家計を管理していた申立人の妻は国

民年金保険料納付の免除申請を行った記憶が無い上、申立人の長兄の妻が、

申立人夫婦の家にＡ市職員が来ていたことを記憶していること、申立人の

友人も、申立期間当時に同市で集金により保険料を納付しており、申立人

夫婦が保険料を納付していたことを知っていること等から、再申立てが行

われており、申立人の長兄の妻は、長兄が申立人と一緒に働いていた時期

（昭和39年３月から44年３月まで）に同市職員が申立人夫婦の家に来てい

た旨述べている。 

一方、申立人夫婦は、申立人の友人も、申立期間当時にＡ市で集金によ

り国民年金保険料を納付しており、申立人夫婦が同市職員の集金により保

険料を納付していたことを知っていると主張しているが、友人の所持する

Ａ社会保険事務所（当時）が発行した国民年金保険料現金領収証書から、

友人は、昭和42年７月から45年３月までの保険料を同年６月30日に過年度

納付している上、友人の国民年金手帳の国民年金印紙検認記録欄から、友

人が同市で保険料の現年度納付を開始したのは昭和45年４月分以降の保険

料であることが確認できる。 

また、申立人の友人の国民年金手帳記号番号の払出時期は、前後の任意

加入被保険者の資格取得日から、昭和45年６月頃であると推認でき、当該

国民年金手帳記号番号の払出以前に、別の国民年金手帳記号番号が払い出

されていた事情も見当たらないことから、申立期間当時、友人が申立人夫

婦と同様にＡ市の集金により国民年金保険料を納付していたとは考え難い

上、申立人の友人が年金記録確認旭川地方第三者委員会に申し立てている

期間は、申立人夫婦の申立期間とは全く異なる期間である。 

さらに、申立期間当時における国民年金保険料の納付方法は印紙検認方

式が採用されているところ、印紙検認方式では、国民年金被保険者が現年

度保険料の納付を終えた後、国民年金手帳の国民年金印紙が貼付された印

紙検認台紙は市町村にて切り取られ、この印紙検認台紙は市町村で記録を

確認した後、社会保険事務所（当時）の被保険者台帳の納付記録との再確

認に使用されていたことから、申立人が５年間の保険料全てを継続して納

付していながら、申立期間の保険料が免除として記録され、長期間にわた

ってその記録が欠落するとは考え難い。 

そのほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらない

ことから、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



 

 

  

旭川国民年金 事案588（事案458の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和39年５月から44年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和39年５月から44年３月まで 

平成22年５月28日付けで、年金記録確認旭川地方第三者委員会から、

申立期間については、記録の訂正は不要との通知を受け取ったが、私が、

申立期間において、夫婦二人分の国民年金保険料をＡ市職員による集金

で納付していることは、私の夫の長兄の妻が、私の家に同市職員が来て

いたことを記憶していること、私の友人も、申立期間当時に同市で集金

により保険料を納付していたことから、私たち夫婦が保険料を納付した

ことを知っている。 

また、私の友人夫婦は、国民年金保険料の納付の有無について、年金

記録確認旭川地方第三者委員会に申立てを行っていることから、Ａ市に

おける年金の記録管理に疑問を持っている。 

私たち夫婦が５年間も国民年金保険料の納付免除を受けていれば、記

憶にあるはずだが、申立期間の保険料の免除申請をした記憶が無いにも

かかわらず、保険料を納付していたことを証明するものが無いために、

申立てが認められなかったことは納得がいかないので、申立期間の保険

料を納付していたことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについて、申立人夫婦は、申立期間における国民

年金保険料の免除申請を行ったことは無く、Ａ市職員による集金で保険料

を納付していたと主張しているが、ⅰ）申立期間は、国民年金被保険者台

帳及びオンライン記録共に保険料の免除期間となっている上、申立期間当

時に申立人の夫と一緒に働いていた夫の長兄及びその妻、並びに夫と連番

で国民年金手帳記号番号が払い出されている夫の次兄及びその妻について



 

 

  

も、申立人夫婦同様に当該期間については保険料の免除期間となっている

こと、ⅱ）申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料は無いこ

と等から、既に当委員会の決定に基づく平成22年５月28日付け年金記録の

訂正は必要でないとする通知が行われている。 

   当初の決定後に、申立人夫婦から、家計を管理していた申立人は国民年

金保険料納付の免除申請を行った記憶が無い上、申立人の夫の長兄の妻が、

申立人夫婦の家にＡ市職員が来ていたことを記憶していること、申立人の

友人も、申立期間当時に同市で集金により保険料を納付しており、申立人

夫婦が保険料を納付していたことを知っていること等から、再申立てが行

われており、夫の長兄の妻は、夫の長兄が申立人の夫と一緒に働いていた

時期（昭和39年３月から44年３月まで）に同市職員が申立人夫婦の家に来

ていた旨述べている。 

一方、申立人夫婦は、申立人の友人も、申立期間当時にＡ市で集金に

より国民年金保険料を納付しており、申立人夫婦が同市職員の集金によ

り保険料を納付していたことを知っていると主張しているが、友人の所

持するＡ社会保険事務所（当時）が発行した国民年金保険料現金領収証

書から、友人は、昭和42年７月から45年３月までの保険料を同年６月30

日に過年度納付している上、友人の国民年金手帳の国民年金印紙検認記

録欄から、友人が同市で保険料の現年度納付を開始したのは昭和45年４

月分以降の保険料であることが確認できる。 

また、申立人の友人の国民年金手帳記号番号の払出時期は、前後の任

意加入被保険者の資格取得日から、昭和45年６月頃であると推認でき、

当該国民年金手帳記号番号の払出以前に、別の国民年金手帳記号番号が

払い出されていた事情も見当たらないことから、申立期間当時、友人が

申立人夫婦と同様にＡ市の集金により国民年金保険料を納付していたと

は考え難い上、申立人の友人が年金記録確認旭川地方第三者委員会に申

し立てている期間は、申立人夫婦の申立期間とは全く異なる期間である。 

さらに、申立期間当時における国民年金保険料の納付方法は印紙検認

方式が採用されているところ、印紙検認方式では、国民年金被保険者が

現年度保険料の納付を終えた後、国民年金手帳の国民年金印紙が貼付さ

れた印紙検認台紙は市町村にて切り取られ、この印紙検認台紙は市町村

で記録を確認した後、社会保険事務所（当時）の被保険者台帳の納付記

録との再確認に使用されていたことから、申立人が５年間の保険料全て

を継続して納付していながら、申立期間の保険料が免除として記録され、

長期間にわたってその記録が欠落するとは考え難い。 

そのほかに委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらな

いことから、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 

 

 



 

 

  

旭川国民年金 事案589 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和55年５月から56年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和35年生 

住    所 ：  

     

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和55年５月から56年３月まで 

私は、父親から、納付していない国民年金保険料は遡って納付するこ

とができるので納付するようにと言われ、Ａ株式会社に入社し、厚生年

金保険に加入してから国民年金への加入手続を行った。 

申立期間の国民年金保険料は、納付金額の記憶は定かでないが、Ｂ市

Ｃ区役所又は同市Ｄ区役所で昭和56年４月以降の分と一緒に一括納付し

たと記憶しているので、申立期間の保険料を納付していたことを認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料について、Ｂ市Ｃ区役所又は同市

Ｄ区役所で昭和56年４月以降の保険料と一緒に一括納付したと主張してい

るが、国民年金被保険者台帳及びＥ市の国民年金被保険者台帳から、申立

期間直後である同年４月から57年３月までの保険料は、申立人がＢ市から

Ｅ市に転居した後の58年10月７日に納付していることが確認でき、その時

点では、申立期間の保険料は時効により納付することができない。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、国民年金手帳記号番号払出簿

から、昭和57年10月１日に払い出されていることが確認でき、その時点で

は、申立期間のうち、昭和55年５月及び同年６月の保険料は時効により納

付することができない上、同年７月から56年３月までの保険料は過年度保

険料として納付することができたものの、申立人が保険料を納付したとす

るＢ市で収納できたのは現年度保険料のみであることから、申立人の主張

には不自然な点が見受けられる。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す



 

 

  

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立人が申立期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

旭川国民年金 事案590 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和63年８月から平成２年８月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和35年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和63年８月から平成２年８月まで 

平成２年９月に夫と復縁した後、しばらくしてから、「国民年金の保

険料が２年間未納です。今なら２年間遡って納めることができます。」

と書かれた文書と国民年金保険料の納付書が役所から送られてきた。 

夫に相談すると、２年間分の国民年金保険料全額を用意してくれたの

で、私が平成２年11月から３年３月までの間か、その後に、Ａ市Ｂ支所

の窓口で納付した。 

申立期間の国民年金保険料を納付したことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料を、平成２年11月から３年３月ま

での間か、その後にＡ市Ｂ支所で納付したと主張しているが、その時点で

は、申立期間の一部の保険料は時効により納付することができない上、申

立期間全ての保険料は過年度保険料となることから、現年度保険料のみ収

納できた同市Ｂ支所で、申立人が保険料を納付することができたとは考え

難い。 

また、申立人は、申立期間の国民年金保険料について、平成２年９月頃

に納付督促の文書と納付書が役所から送られてきたと主張しているが、オ

ンライン記録及び申立人が所持する年金手帳では、申立期間のうち、平成

元年２月から２年８月までの期間において、申立人が国民年金に加入して

いた形跡は確認できないことから、申立人が国民年金に加入していない期

間を含む保険料の納付書を、Ａ社会保険事務所（当時）及びＡ市が発行し

ていたとは考え難く、申立人の主張には不自然な点が見受けられる。 

さらに、申立期間において、申立人の別の国民年金手帳記号番号が払い



 

 

  

出されていた形跡は無い上、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付し

ていたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立

人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる事情も見当たら

ない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 

 



旭川厚生年金 事案 852   

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44年 12月 26日から 49年７月８日まで 

申立期間についても、Ａ株式会社（適用事業所名称は、株式会社Ｂ）で正

社員（Ｃ担当）として継続勤務していたので、厚生年金保険の被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

健康保険厚生年金保険被保険者原票によれば、申立人のＡ株式会社における

厚生年金保険の加入記録は、昭和 40 年４月１日取得から 44 年 12 月 26 日喪

失まで、及び 49年７月８日取得から 50年１月９日喪失までとなっているが、

申立人は、申立期間にも継続して当該事業所に勤務していたと主張している

ところ、申立期間に勤務していた複数の同僚の証言から、申立人が申立期間

当時、Ａ株式会社に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、前述の同僚の証言からは、申立人の勤務期間を特定すること

はできず、申立期間及び申立期間の前後の期間に当該事業所に勤務していた

別の複数の同僚からは、時期は特定できないものの、申立期間中に、申立人

が当該事業所を一度退職した旨の証言を得ている上、申立人の当該事業所に

係る雇用保険の加入記録は、昭和 49 年７月８日取得から 50 年１月８日離職

までとなっており、申立期間に係る加入記録は確認できず、申立期間後の厚

生年金保険の被保険者記録と一致している。 

また、申立期間のうち、昭和 48年７月１日から同年７月 21日までは、Ａ株

式会社とは別法人であり、同年７月１日に厚生年金保険の適用事業所となっ

たＤ株式会社において、申立人の厚生年金保険の被保険者記録が確認できる

上、申立期間当時の同社の代表取締役は、「申立人は、１年までは勤務してい

なかったと思うが、半年くらいはいたと思う。」と証言しており、これらを踏



まえれば、申立人が申立期間の全てにおいて、Ａ株式会社に継続して勤務し

ていたとは考え難い。 

さらに、Ａ株式会社は、昭和 54年７月 21日に厚生年金保険の適用事業所で

はなくなっており、申立期間当時の代表取締役は既に死亡していることから、

申立人の、申立期間における厚生年金保険の適用状況や給与からの厚生年金

保険料の控除について、確認することはできない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



旭川厚生年金 事案 853   

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者であったと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 57年１月 31日から同年２月１日まで 

医療法人Ａ会Ｂ事業所における退職日は昭和 57 年１月 30 日となってい

るが、これは同月の末日が日曜日だったからだと思う。 

実際は昭和 57年１月末日まで在籍し、同年１月分の厚生年金保険料も給

与から控除されているので、退職日は同年１月 31日となり、厚生年金保険

被保険者資格の喪失日は同年２月１日となるはずなので、申立期間につい

て厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

医療法人Ａ会Ｂ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によれば、

申立人の厚生年金保険被保険者資格の喪失日は昭和 57 年１月 31 日となって

いるところ、申立人は、「退職日は昭和 57 年１月 30 日となっているが、こ

れは同月の末日が日曜日だったからだと思う。実際は同月末日まで在籍して

おり、同年１月分の厚生年金保険料が給与から控除されているので、退職日

は同年１月 31日となり、資格喪失日は同年２月１日となるはずである。」と

主張しており、申立人から提出された給料明細書から、同年１月分の厚生年

金保険料が控除されていることが確認できる。 

しかしながら、申立人から提出された昭和 57 年給与支払報告書の退職日の

記載、及び申立人の雇用保険の離職日は、昭和 57年１月 30日となっており、

医療法人Ａ会Ｃ事業所は、「Ｂ事業所は昨年閉院している。当時のことにつ

いては、書類が無いので確認できない。申立人と一緒に働いていた者もまだ

在職しているが、申立人の退職日までは誰も覚えていない。昭和 57年１月分

の保険料を控除していたのなら、返さなければならない。」と回答しており、

申立期間に雇用関係が継続していたことをうかがわせる証言等は得られない。 



一方、厚生年金保険法では、第 19条において、「被保険者期間を計算する

場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を

喪失した月の前月までをこれに算入する。」とされており、また、同法第 14

条において、資格喪失の時期は、その事業所に使用されなくなった日の翌日

とされていることから、申立人の資格喪失日は昭和 57 年１月 31 日であり、

同年１月は、厚生年金保険の被保険者期間とはならない。 

また、医療法人Ａ会Ｂ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

おいて、月末が資格喪失日となっている者が多数おり、このうち、平日であ

っても月末が資格喪失日となっている者も複数確認できることから、当該事

業所では、月末に被保険者資格を喪失させる取扱いが常例として行われてい

たと考えられる。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は、昭和 57年１月分の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが確認できるが、申立期間において、厚生年金保険被保険者であ

ったことを認めることはできない。 



旭川厚生年金 事案854   

  

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和38年６月10日から39年11月12日まで 

             ② 昭和40年10月８日から同年12月21日まで 

  昭和43年３月に結婚のため、Ａ事業所（最終事業所）を退職した際、職

場の同僚の話から脱退手当金のことを知り、同事業所に係る厚生年金保険

の加入期間についてのみ受給手続をした。 

申立期間①（Ｂ事業所）及び②（Ｃ株式会社）についても脱退手当金の

受給手続を行ったとするなら、その際に自分の厚生年金保険の加入歴を調

べる必要があるはずだが、そのようなことは全くしていない。 

また、申立期間①及び②のほかにも、Ａ事業所に勤める前には、Ｄ株式

会社とＥ株式会社に勤務し、厚生年金保険に加入しているが、これらの会

社での加入期間は脱退手当金の計算の対象となってない。申立期間①及び

②に係る脱退手当金の手続をする時にこれらの会社について同時に手続を

行わない事情は無い。 

 申立期間①及び②について、脱退手当金を受給していないことを認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「厚生年金保険に加入していた最終事業所であるＡ事業所に係る

脱退手当金のみ受給した。申立期間①及び②に係る脱退手当金は受給していな

い。」と主張している。しかしながら、脱退手当金に係る最終事業所であるＡ

事業所における申立人の被保険者期間は、昭和41年５月10日取得から43年３月

21日喪失までの22か月間であり、当該被保険者期間だけでは、脱退手当金の受

給要件（24か月以上）を満たす被保険者期間とはならず、申立人は、脱退手当

金の受給要件を満たすことはできない。 



また、申立期間①及び②に係る厚生年金保険被保険者期間を含めて支給され

た申立人に係る脱退手当金の支給額に計算上の誤りは無く、最終事業所に係る

厚生年金保険被保険者資格の喪失日から約４か月後の昭和43年７月12日に支

給決定されていることが確認でき、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、脱退手当金に係る最終事業所における厚生年金保険の加入記録が存

在する前の期間において、申立人には、申立期間①及び②のほかに、２か所の

事業所で厚生年金保険の加入記録が確認できるが、当該加入期間については、

脱退手当金の支給対象とはされておらず、いずれも平成以降に基礎年金番号に

統合された記録となっているところ、申立人は、「申立期間当時は、年金制度

についての知識も認識もほとんど無かったので、以前の職場での加入状況につ

いては全く関心が無かった。」と回答している。 

このほかに、申立人が申立期間①及び②の脱退手当金を受給していないこと

をうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間①及び②に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



旭川厚生年金 事案855   

  

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和33年５月20日から同年12月22日まで 

             ② 昭和34年３月23日から同年12月24日まで 

  ③ 昭和35年４月10日から同年８月19日まで 

  ④ 昭和36年３月10日から37年12月30日まで 

Ａ年金事務所で、申立期間①から④までのＢ株式会社に係る厚生年金保

険の加入期間について、厚生年金保険の脱退手当金を昭和38年11月29日に

支給しているとの説明を受けたが、脱退手当金を受け取った記憶が全く無

いので、調査をして、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間④に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票及び申立人に係る厚

生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿において、脱退手当金の支給決定直前

の昭和38年10月10日に記号番号の重複取消の処理がなされていることが確認

できることから、脱退手当金の支給申請に基づいて当該訂正等の届出が行われ

たことがうかがえる。 

また、申立期間①から④に係る脱退手当金は、申立期間④に係る厚生年金保

険被保険者資格の喪失日（昭和37年12月30日）から約11か月後の昭和38年11

月29日に支給決定された記録となっており、申立期間①から④までに係る厚生

年金保険の被保険者期間を基礎として支給された申立人に係る脱退手当金の

支給額に計算上の誤りは無く、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人が脱退手当金を受給した記憶が無いというほかに申立期間の

脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 


